
令和５年９月１日 

 

第五種共同漁業権に係る遊漁規則の認可について 

 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１７０条第１項の規定に基づき、令和５年９月１

日に内水面における第五種共同漁業権の免許を受けた者の定めた遊漁規則を次のとおり認

可したので、同条第７項の規定により公示します。 

 

１（１）漁業権者の名称及び住所 

     千代川漁業協同組合 

鳥取県鳥取市河原町長瀬３４－５ 

 （２）漁業権の免許番号 内共第１号 

 （３）遊漁規則の内容 

千代川漁業協同組合内共第１号第五種共同漁業権遊漁規則のとおり 

 （４）遊漁規則の施行の日 令和５年９月１日 

 

２（１）漁業権者の名称及び住所 

     天神川漁業協同組合 

鳥取県倉吉市西倉吉町７番地１２ 

 （２）漁業権の免許番号 内共第２号 

 （３）遊漁規則の内容 

天神川漁業協同組合内共第２号第五種共同漁業権遊漁規則のとおり 

 （４）遊漁規則の施行の日 令和５年９月１日 

 

３（１）漁業権者の名称及び住所 

     日野川水系漁業協同組合 

鳥取県米子市熊党３２３－１ 

（２）漁業権の免許番号 内共第３号 

 （３）遊漁規則の内容 

日野川水系漁業協同組合内共第３号第五種共同漁業権遊漁規則のとおり 

 （４）遊漁規則の施行の日 令和５年９月１日 

 

４（１）漁業権者の名称及び住所 

     湖山池漁業協同組合 

鳥取県鳥取市湖山町南一丁目９６９番地５ 

 （２）漁業権の免許番号 内共第４号 

 （３）遊漁規則の内容 

湖山池漁業協同組合内共第４号第五種共同漁業権遊漁規則のとおり 

 （４）遊漁規則の施行の日 令和５年９月１日 

 

５（１）漁業権者の名称及び住所 

     東郷湖漁業協同組合 

鳥取県東伯郡湯梨浜町上浅津１２３－２０ 

 （２）漁業権の免許番号 内共第５号 

 （３）遊漁規則の内容 

東郷湖漁業協同組合内共第５号第五種共同漁業権遊漁規則のとおり 

 （４）遊漁規則の施行の日 令和５年９月１日 


